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市議案第４号 

   令和６年度豊中市一般会計予算 

 令和６年度豊中市一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 184,423,918 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで 

 きる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」に 

 よる。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、25,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

税 26,417,05

歳

5

3 軽 自 動

 

車 税 364,536

出

4 市 た ば こ 税

 

2,900,776

予

5 事 業 所 税 1

 

,017,052

算

6 都 市 計 画 税 6

　

,173,994

　

2 地 方 譲 与 税 2

１

歳

,393,270

　

1 地 方 揮 発 油 譲

入

与 税 150,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 500,000

3 森 林 環 境 譲 与 税 43,270

4 航 空 機 燃 料 譲 与 税 1,700,000

3 利 子

 

割 交 付 金 75,000

1 利 子 割 交 付 金 75,000

款

4 配 当 割 交 付 金

項

650,000

金

1 配 当 割 交 付 金 6

　

50,000

　

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割

　

交 付 金 600,000

　

1 株 式 等 譲

表

額

渡 所 得 割 交 付 金 600

　

,000

6

 

法 人 事 業 税 交 付 金 95

(

0,000

単

1 法 人 事 業 税 交 付 金 9

位

50,000

 

7 地 方 消 費 税 交 付 金

 

9,300,000

 

1 地 方 消 費 税

 

交 付 金 9,300,0

　

千

00

8 自 動

円

車 取 得 税 交 付 金 1

)

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 1

9 環 境 性 能 割 交 付 金 170,000

1 市

　

税 72,126,54

歳

8

1 市 民 税

 

35,253,135

入

2 固 定 資 産
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款

2 新型コロナウイル

項

ス感染症対 15,00

金

0

策地方税減

　

収補填特別交付金

　

11 地 方 交 付 税

　

11,600,000

　

1 地 方 交 付

額

税 11,600,00

　

0

12 交 通

 

安 全 対 策 特 別 交 付 金 3

(

6,000

単

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交

位

付 金 36,000

 

13 分 担 金 及 び

 

負 担 金 1,557,4

 

21

1 負 担

 

金 1,557,421

千

14 使 用 料

円

及 び 手 数 料 2,116

)

,475

1 使 用 料 1,764,879

2 手 数 料 351,596

15 国 庫 支 出 金 41,630,861

1

1 国 庫 負 担

環

金 35,417,92

境

9

2 国 庫 補

性

助 金 6,139,68

能

4

3 国 庫 委

割

託 金 73,248

交

16 府 支 出 金 1

付

4,229,140

金

1 府 負 担 金 1

1

0,543,439

7

2 府 補 助 金 3

0

,004,523

,

3 府 委 託 金 68

0

1,178

0

17 財 産 収 入 577,

0

101

1 財 産 運 用 収 入 137,574

2 財 産 売 払 収 入 439,527

10 地 方 特 例 交 付 金 2,275,000

1 地 方 特 例 交 付 金 2,260,000
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款

92

2 基 金

項

繰 入 金 8,105,1

金

18

20 繰

　

越 金 1

1 繰

　

越 金 1

21

　

諸 収 入 4,391,1

　

69

1 延 滞

額

金 、 加 算 金 及 び 過 料 5

　

0,018

 

2 市 預 金 利 子 707

(

3 貸 付 金 元 利

単

収 入 6,263

位

4 受 託 事 業 収 入 2

 

4,478

 

5 収 益 事 業 収 入 574

 

,812

6

 

雑 入 3,734,89

千

1

22 市 債

円

10,552,700

)

1 市 債 10,552,700

歳 入 合 計 184,423,918

　　歳　出

款 項 金　　　　

1

額

　 (単位    

8

千円)

1 議

寄

会 費 663,431

附

1 議 会 費 66

金

3,431

5

2 総 務 費 19,044

4

,719

1

4

総 務 管 理 費 16,51

,

7,860

6

2 徴 税 費 1,487,

2

666

1

1 寄 附 金 544,621

19 繰 入 金 8,648,610

1 特 別 会 計 繰 入 金 543,4
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款

1

3 民 生 費

項

99,932,419

金

1 社 会 福 祉

　

費 20,993,81

　

6

2 児 童 福

　

祉 費 42,288,7

　

21

3 生 活

額

保 護 費 19,156,

　

299

4 災

 

害 救 助 費 1,407

(

5 国 民 年 金 費

単

70,141

位

6 国 民 健 康 保 険 事 業

 

費 4,587,018

 

7 介 護 保 険

 

事 業 費 6,550,7

 

61

8 後 期

千

高 齢 者 医 療 事 業 費 6,

円

284,256

)

4 衛 生 費 13,304,258

1 保 健 衛 生 費 8,394,381

2 清 掃 費 4,909,877

5

3

労 働 費 252,024

戸

1 労 働 諸 費

籍

252,024

住

6 農 林 水 産 業 費 5

民

2,996

基

1 農 業 費 52,996

本

7 商 工 費 5

台

39,307

帳

1 商 工 費 539,3

費

07

8 土 木

8

費 12,059,78

3

4

1 土 木 管

4

理 費 479,823

,

2 建 築 管 理 費

9

506,086

63

4 選 挙 費 85,780

5 統 計 調 査 費 41,329

6 監 査 委 員 費 77,12
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款

1,289

項

7 住 宅 費 860,30

金

6

9 消 防 費

　

6,336,610

　

1 消 防 費 6,

　

336,610

　

10 教 育 費 22,

額

015,128

　

1 教 育 総 務 費 6,

 

613,471

(

2 小 学 校 費 7,5

単

44,666

位

3 中 学 校 費 4,09

 

7,889

 

4 社 会 教 育 費 3,75

 

9,102

 

11 公 債 費 9,310

千

,486

1

円

公 債 費 9,310,4

)

86

12 諸 支 出 金 862,756

1 財 政 調 整 基 金 積 立 金 858,802

2 減 債 基 金 積 立 金 3,954

3

13 予 備 費

道

50,000

路

1 予 備 費 50,00

橋

0

歳 出 合 計

梁

184,423,91

費

8

3,758,530

4 水 利 費 461,583

5 下 水 道 費 3,062,167

6 都 市 計 画 費 2,93
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第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

豊中市私立高等学校入学支度金貸付に対する損失補償 令和6年度～令和11年度

      10,000千円

北おおさか信用金庫
が豊中市私立高等学
校入学支度金の貸付
を行ったことにより
損失を生じたとき
は、上記金額の範囲
内でその損失を補償
することができる

本庁舎整備事業 令和7年度 74,400千円

公用車賃貸借業務 令和6年度～令和7年度 3,500千円

システム標準化業務 令和6年度～令和7年度 353,700千円

文化芸術センター施設整備事業 令和7年度 150,500千円

原田緑地開園準備業務 令和6年度～令和7年度 10,100千円

公共施設照明設備LED化業務（共同利用施設） 令和6年度～令和16年度 68,600千円

市有地利活用不動産証券化に係る施設解体業務 令和6年度～令和7年度 154,000千円

市有地利活用不動産証券化に係る信託受益権原資の出
資

令和6年度～令和9年度 400,000千円

市有地利活用不動産証券化に係る土地信託化手数料 令和6年度～令和9年度 5,000千円

市有地利活用不動産証券化に係る細街路整備事業 令和6年度～令和7年度 22,000千円

旧庄内さくら学園中学校学校跡地活用事業者選定支援
業務

令和6年度～令和7年度 23,000千円

公共施設照明設備LED化業務（千里文化センター「コ
ラボ」）

令和6年度～令和16年度 63,300千円
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事　　　　　項 期　　　　　間 限　　度　　額

福祉人材確保業務 令和7年度～令和8年度 200,000千円

児童育成支援拠点事業運営業務 令和6年度～令和8年度 55,500千円

一時保護所給食委託業務 令和6年度～令和7年度 42,800千円

市営住宅整備事業 令和7年度 290,700千円

菰江交差点改良事業 令和7年度 6,000千円

服部天神駅前広場整備事業 令和7年度 422,000千円

指定金融機関業務 令和7年度 32,400千円

公共施設照明設備LED化業務（消防署・出張所） 令和6年度～令和16年度 29,200千円

公共施設照明設備LED化業務（小学校） 令和6年度～令和16年度 270,800千円

公共施設照明設備LED化業務（中学校） 令和6年度～令和16年度 134,600千円

給食室配膳室改修事業（小学校施設整備費） 令和7年度 8,500千円

上野小学校改築事業 令和6年度～令和13年度 7,831,200千円

公共施設照明設備LED化業務（郷土資料館） 令和6年度～令和16年度 6,300千円

原田南学校給食センター対象校学校給食配膳業務 令和7年度～令和11年度 541,100千円

中学校給食提供委託業務 令和6年度～令和29年度 21,632,000千円

放課後こどもクラブ運営委託業務 令和7年度～令和9年度 848,800千円

選挙準備業務 令和6年度～令和7年度 78,700千円
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第 ３ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

庁 舎 整 備 事 業 

 

千円 

 

１０１，３００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

 

文化施設整備事業 

 

１７１，７００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

特別緑地保全地区

整 備 事 業 

 

 

１０１，３００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

体育施設整備事業 

 

 

４６９，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

空 港 周 辺 地 域 

整 備 事 業 

 

 

２７９，５００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

人権平和センター

事 業 

 

 

１３，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公立こども園事業 

 

 

６，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公 立 こ ど も 園 

整 備 事 業 

 

 

６９４，７００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

児 童 相 談 所 

整 備 事 業 

 

 

７４８，０００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

水 道 事 業 

 

 

１６４，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

５ 

 

同 上 

 

同    上 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

道 路 橋 梁 

新 設 改 良 事 業 

千円 

 

５３４，２００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

３０ 

年以内 

 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

 

道 路 舗 装 事 業 

 

２７１，３００ 同 上 ３．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

交 通 安 全 施 設 

整 備 事 業 

 

２５６，８００ 同 上 ３．０ ３０ ３ 同 上 同    上 

 

都市再開発事業 

 

 

１４，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

街 路 事 業 

 

８９，０００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公 園 整 備 事 業 

 

 

１４，９００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

常 備 消 防 事 業 

 

 

１，０００，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

災 害 対 策 事 業 

 

 

１２，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

消防施設整備事業 

 

 

４２４，９００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

小 中 一 貫 校 

整 備 事 業 

 

 

２，３５２，０００ 

 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

小学校管理事業 

 

 

１８６，０００ 

 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 
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起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

小 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

千円 

 

２９９，７００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証券発行 

 

％以内 

３．０ 

年以内 

３０ 

年以内 

３ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

 

中学校管理事業 

 

 

１４９，８００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

中 学 校 施 設 

整 備 事 業 

 

 

３１３，４００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

公民館整備事業 

 

 

１２８，６００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

図書館整備事業 

 

 

１１，０００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

史 跡 環 境 

整 備 事 業 

 

 

５７，６００ 

 

同 上 

 

３．０ 

 

３０ 

 

３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

臨時財政対策債 

 

 

１，６８５，０００ 

 

同 上 下記(１) 

のとおり 
２０ ３ 

 

同 上 

 

同    上 

 

計 

 

 

１０，５５２，７００ 

 

（１） ３．０％（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） 
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令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市国民健康保険事業特別会計予算書 
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市議案第５号 

   令和６年度豊中市国民健康保険事業特別会計予算 

 令和６年度豊中市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 41,274,443 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最 

 高額は、2,000,000 千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

2 使 用 料 及 び 手 数

歳

料 41

1 手

 

数 料 41

3

出

府 支 出 金 28,282

 

,565

1

予

府 補 助 金 28,282

 

,565

4

算

繰 入 金 4,587,0

　

18

1 繰 入

　

金 4,587,018

１

歳

5 繰 越 金 1

　

1 繰 越 金 1

入

6 諸 収 入 29,568

1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 8,002

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 21,565

歳 入 合 計 41,274,44

 

3

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位 

款

   千円)

項

1 総 務 費 927,4

金

03

1 総 務

　

管 理 費 889,340

　

2 徴 収 費 3

　

7,610

　

3 運 営 協 議 会 費 453

表

額

2 保 険 給 付

　

費 27,592,04

 

9

1 療 養 諸

(

費 23,744,08

単

0

2 高 額 療

位

養 費 3,637,37

 

5

   

　

千円)

1 国

　

民 健 康 保 険 料 8,37

歳

5,250

 

1 国 民 健 康 保 険 料 8,

入

375,250

17



款

病 手 当 金 600

項

3 国民健康保険事

金

業費納付金 12,31

　

4,267

　

1 医 療 給 付 費 分 8,8

　

41,199

　

2 後 期 高 齢 者 支 援 金

額

等 分 2,538,75

　

0

3 介 護 納

 

付 金 分 934,318

(

4 保 健 事 業

単

費 373,412

位

1 保 健 事 業 費 1

 

66,031

 

2 特 定 健 康 診 査 等 事

 

業 費 207,381

 

5 共 同 事 業 拠

千

出 金 6

1 共

円

同 事 業 拠 出 金 6

)

6 公 債 費 1

1 公 債 費 1

7 諸 支 出 金 67,305

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 67,305

3

歳 出 合 計 41,274

移

,443

送 費 20

4 出 産 育 児 諸 費 120,051

5 葬 祭 諸 費 25,000

6 医 療 給 付 費 64,923

7 傷

18



 

 

 

令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算書 
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市議案第６号 

   令和６年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 令和６年度豊中市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,435,357 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

901

2 使

歳

用 料 及 び 手 数 料 5

 

1 手 数 料 5

出

3 繰 入 金 1,4

 

54,254

予

1 繰 入 金 1,454

 

,254

4

算

繰 越 金 286,728

　

1 繰 越 金 2

　

86,728

１

歳

5 諸 収 入 7,469

　

1 延 滞 金 、

入

加 算 金 及 び 過 料 450

2 預 金 利 子 1

3 雑 入 7,018

歳 入 合 計 8,435,357

　　歳　出

款 項 金　　　　額

　 (単位

 

    千円)

1 総 務 費 156,489

1 総

款

務 管 理 費 155,73

項

3

2 徴 収 費

金

756

2 後

　

期 高 齢 者 医 療 8,26

　

4,996

広

　

域 連 合 納 付 金

　

1 後 期 高 齢 者 医 療 8

表

額

,264,996

　

広 域 連 合 納 付 金

 

3 諸 支 出 金 1

(

3,872

単

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算

位

金 13,872

 

歳 出 合 計 8,43

 

5,357

  

　

千円)

1 後

　

期 高 齢 者 医 療 保 険 料 6

歳

,686,901

 

1 後 期 高 齢 者 医

入

療 保 険 料 6,686,

21



 

 

 

令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市介護保険事業特別会計予算書 
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市議案第７号 

   令和６年度豊中市介護保険事業特別会計予算 

 令和６年度豊中市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 42,339,222 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経 

 費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬（会計年度任用職員に係る報酬に限る。）、給料、職 

員手当等、共済費及び旅費（会計年度任用職員の通勤に係る旅費に限る。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款 

  内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

及 び 手 数 料 2,828

歳

1 手 数 料 2

 

,828

3

出

国 庫 支 出 金 10,28

 

3,838

予

1 国 庫 負 担 金 7,56

 

4,478

算

2 国 庫 補 助 金 2,71

　

9,360

　

4 支 払 基 金 交 付 金 11

１

歳

,110,156

　

1 支 払 基 金 交 付

入

金 11,110,156

5 府 支 出 金 5,548,286

1 府 負 担 金 5,338,974

2 府 補 助 金 209,312

6 財 産 収 入 2,43

 

7

1 財 産 運 用 収 入 2,437

7 繰 入 金 7,0

款

84,955

項

1 一 般 会 計 繰 入 金 6

金

,550,761

　

2 基 金 繰 入 金 5

　

34,194

　

8 繰 越 金 1

　

1 繰 越 金 1

表

額

9 諸 収 入 2,834

　

1 延 滞 金 、

 

加 算 金 及 び 過 料 601

(

2 預 金 利 子

単

1

3 雑 入 2

位

,232

歳

 

入 合 計 42,339,

 

222

  

　

千円)

1 保

　

険 料 8,303,88

歳

7

1 介 護 保

 

険 料 8,303,88

入

7

2 使 用 料

24



　　

0,349

4 趣 旨 普 及 費 835

2 保 険 給 付 費 39,702,941

1 介 護 サ ー

款

ビ ス 等 諸 費 36,70

項

9,343

金

2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等

　

諸 費 1,110,59

　

5

3 そ の 他

歳

　

諸 費 37,524

　

4 高 額 介 護 サ ー

額

ビ ス 等 費 1,180,

　

564

5 特

 

定入所者介護サービス

(

等費 511,915

単

6 高 額 医 療 合

位

算 介 護 153,000

 

サ ー ビ ス 等 費

 

3 地 域 支 援

　  

事 業 費 1,565,1

 

44

1 包括

千

的支援事業・任意事業

円

費 203,545

)

2 介護予防・生活支援サービス 1,322,794

事 業 費

3 一 般 介 護 予 防 事 業 費 38,805

4

出

1

基 金 積 立 金 2,437

総

1 基 金 積 立

務

金 2,437

費

5 諸 支 出 金 179,

8

266

1 償

8

還 金 及 び 還 付 加 算 金 1

9

6,576

,

2 繰 出 金 162,69

4

0

歳 出 合 計

3

42,339,222

4

1 総 務 管 理 費 530,775

2 徴 収 費 47,475

3 介 護 認 定 審 査 会 費 31

25



 

 

 

令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算書 
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市議案第８号 

   令和６年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

 令和６年度豊中市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 105,517 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

金 73,328

歳

3 諸 収 入 31,4

 

22

1 貸 付

出

金 元 利 収 入 31,41

 

8

2 雑 入 4

予

歳 入 合 計 1

 

05,517

　　歳　

算

出

　

款 項 金　　　　額

　

　

 (単位    千円

１

歳

)

1 母 子 父

　

子 寡 婦 福 祉 資 金 25,

入

028

貸 付 事 業 費 1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 25,028

貸 付 事 業 費

2 公 債 費 55,235

1 公 債 費 55,235

3 諸

 

支 出 金 25,254

1 繰 出 金 25,254

歳

款

出 合 計 105,517

項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 繰

　

入 金 767

歳

1 繰 入 金 767

 

2 繰 越 金 73,3

入

28

1 繰 越

28



 

 

 

令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算書 
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市議案第９号 

   令和６年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計予算 

 令和６年度豊中市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,445,572 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の 

 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」に 

 よる。 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

7,824

歳

1 繰 入 金 306,98

 

2

2 基 金 繰

出

入 金 220,842

 

3 市 債 562

予

,200

1

 

市 債 562,200

算

歳 入 合 計 1,

　

445,572

　　歳

　

　出

１

歳

款 項 金　　　　額

　

　 (単位    千

入

円)

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 578,467

1 公 共 用 地 先 行 取 得 費 578,467

2 公 債 費 272,435

1 公 債 費 272,435

 

3 諸 支 出 金 594,670

1 繰 出 金 355,54

款

8

2 減 債 基

項

金 積 立 金 239,12

金

2

歳 出 合 計

　

1,445,572

　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 財

　

産 収 入 355,548

歳

1 財 産 売 払

 

収 入 355,548

入

2 繰 入 金 52

31



第 ２ 表   地 方 債 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 
償還の方法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

公 共 用 地 

先 行 取 得 事 業 

 

千円 

 

５６２，２００ 

 

証 書 借 入 

又は 

証 券 発 行 

％以内 

 

３．０ 

年以内 

 

 １０ 

年以内 

 

 １０ 

 

年賦又は

半年賦、

元金均等

又は元利

均等、そ

の他 

 

 市財政の都合により据

置期間および償還期限

を短縮し、もしくは繰上

償還又は低利に借換え

することができるものと

し、借入先の融通条件が

あるときはこれに従うこと

ができる。 

 

32



 

 

 

令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市財産区特別会計予算書 
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市議案第１０号 

   令和６年度豊中市財産区特別会計予算 

 令和６年度豊中市財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 479,701 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予 

 算」による。 

 

 

 令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                      豊中市長  長 内 繁 樹 
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第  

039

1 財

歳

産 運 用 収 入 15,39

 

0

2 財 産 売

出

払 収 入 309,649

 

3 繰 入 金 1

予

45,368

 

1 繰 入 金 145,3

算

68

4 諸 収

　

入 444

1

　

雑 入 444

１

歳

歳 入 合 計 479,70

　

1

　　歳　出

入

款 項 金　　　　額

　 (単位    千円)

1 財 産 費 479,701

1 財 産 費 479,701

歳 出 合 計 479,701

 

款 項 金　　　　

表

額

　 (単位    

　

千円)

1 使

　

用 料 及 び 手 数 料 8,8

歳

50

1 使 用

 

料 8,850

入

2 財 産 収 入 325,

35



 

 

 

令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市病院事業会計予算書 
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市議案第１１号 

令和６年度豊中市病院事業会計予算 

 

（総 則） 

第１条 令和６年度豊中市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）病 床 数           ５６３床 

    イ、一 般 病 床          ５４９床 

    ロ、感染症病床      １４床 

  （２）患 者 数        ４４８，０９４人 

    イ、入 院 患 者       １７８，８５０人（１日平均   490 人） 

    ロ、外 来 患 者       ２６９，２４４人（１日平均 1,108 人） 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

              収    入 

 

第１款 病院事業収益        ２３，６４０，２００千円 

  第１項 医 業 収 益             ２１，６８０，５２４千円 

  第２項 医 業 外 収 益              １，９５９，６７６千円 

 

              支    出 

 

第１款 病院事業費用        ２３，５４８，０３５千円 

  第１項 医 業 費 用             ２３，３８８，２９８千円 

  第２項 医 業 外 費 用                １５８，７３７千円 

  第３項 予 備 費                  １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が 

資本的支出額に対し不足する額１，１８７，０８４千円は、当年度分消費税及 

び地方消費税資本的収支調整額９０，５５７千円及び過年度分損益勘定留保資

金１，０９６，５２７千円で補てんするものとする。）。 

 

              収    入 

 

 第１款 資 本 的 収 入               １，８３９，５８５千円 

  第１項 企 業 債        ８０７，７００千円 

第２項 他 会 計 負 担 金      １，０１８，８８４千円 

第３項 寄 附 金          ３，０００千円 

第４項 基 金 取 崩 金         １０，０００千円 

第５項 基 金 収 入              １千円 

 

              支    出 

 

 第１款 資 本 的 支 出               ３，０２６，６６９千円 

  第１項 建 設 改 良 費                ９９６，１２８千円 

第２項 投 資        ３０３，００１千円 

  第３項 企 業 債 償 還 金      １，７２７，５４０千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおり

と定める。 

事   項 期   間 限  度  額 

病院情報システム 

再構築業務 
令和 6 年度～令和 7 年度 2,219,500 千円 

患者食調理等業務 令和 6 年度～令和 7 年度 182,500 千円 

公用車賃貸借業務 令和 6 年度～令和 7 年度 800 千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起 債 

の 

目 的 

限度額 

起 債 

の 

方 法 

利率 

償  還  の  方  法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

施設改良事業 

 

 

 

 

千円 

 

395,700 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

%以内 

 

 

3.0 

 

 

年以内 

 

15 

 

 

年以内 

 

3 

 

 

 

 

年賦又は半年

賦、元金均等

又 は 元 利 均

等、その他 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限を短縮し、も

し く は 繰 上 償

還 又 は 低 利 に

借 換 え す る こ

と が で き る も

のとし、借入先

の 融 通 条 件 が

あ る と き は こ

れ に 従 う こ と

ができる。 

 

院用備品購入

（医療機器等） 

 

412,000 

 

 

同上 

 

3.0 

 

5 

 

なし 

 

同上 

 

同上 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお 

りと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び医業外費 

  用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額 

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議 

決を経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費               １１，１７０，３６５千円 

（２）交 際 費                      １００千円 

 

（他会計からの補助金） 

第９条 病院事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額 

は、４３４，４０４千円である。 
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（たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、６，４７０，０００千円と定める。 

 

（重要な資産の取得及び処分） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種  類 名      称 数 量 

医療機器 心電図・脳神経システム 1 

医療機器 手術用ナビゲーションシステム １ 

医療機器 免疫染色装置 １ 

 

 

令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

豊中市長  長 内 繁 樹 
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令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市水道事業会計予算書 
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市議案第１２号 

令和６年度豊中市水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和６年度豊中市水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給 水 戸 数                                １８０，１４０ 戸 

（２）年 間 総 給 水 量                          ４２，３６７，７９２ ｍ３ 

（３）一 日 平 均 給 水 量                                １１６，０７６ ｍ３ 

（４）主要な建設改良事業 

        配水管増補改良事業                 ２，６１２，４５２ 千円 

        施 設 整 備 事 業                   ２２０，５７０ 千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  水道事業収益                              ８，６７３，４１９千円 

    第１項  営 業 収 益                            ８，３１６，１８３千円 

    第２項  営 業 外 収 益                                ３５７，２３６千円 

 

支                 出 

 

  第１款  水道事業費用                               ７，９７６，３４３千円 

    第１項  営 業 費 用                            ７，５３９，０２６千円 

    第２項  営 業 外 費 用                               ４３６，３１７千円 

   第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額２，２６７，１５３千円は、当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２４７，６８９千円、当年

度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 １ ， ５ ４ １ ， ５ ７ ２ 千 円 、 減 債 積 立 金 

２４０，１６０千円及び繰越利益剰余金処分額２３７，７３２千円で補

てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ２，４５７，９７９千円 

    第１項  企    業    債                            ２，１６２，２００千円 

  第２項  他 会 計 負 担 金                    ２８５，５４８千円 

    第３項 固定資産売却代金                     １０，２３１千円   

 

支                 出 

 

第１款 資 本 的 支 出                        ４，７２５，１３２千円 

    第１項  建 設 改 良 費                           ２，８９６，６４４千円 

    第２項  企 業 債 償 還 金                            １，８２８，４８８千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次の

とおりと定める。 

 

事   項 期    間 限  度  額       

配水管増補改良事業 
（境界標復元測量業務委託） 

令和 7 年度 14,000 千円 

施設整備事業 
（柴原配水場自家発重油タンク増設工事） 

令和 7 年度 94,850 千円 

施設整備事業 
（緑丘配水場土木改良工事） 

令和 7 年度～令和 9 年度 1,440,000 千円 
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（企業債） 

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

配水管増補

改 良 事 業 

   千円 

 

1,964,000 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

3.0 

  年以内 

 

    40 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限 を 短 縮 し 、

も し く は 繰 上

償 還 又 は 低 利

に 借 換 え す る

こ と が で き る

も の と し 、 借

入 先 の 融 通 条

件 が あ る と き

は こ れ に 従 う

こ と が で き

る。 

 

施 設 整 備 

事 業 

   

198,200 

 

同上 

 

3.0 

 

   40 

 

   5 

 

同上 

 

同上 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営

業外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経

費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の

議決を経なければならない。 

（１）職員給与費                           １，４７２，３６５千円 

（２）交  際  費                                         ５０千円 
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（他会計からの補助金） 

第１０条  水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受

ける金額は、３１１，６６３千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち２３７，７３２千円は、次のとおり処分

するものと定める。 

（１）減債積立金                ２３７，７３２千円 

 

（たな卸資産購入限度額） 

第１２条  たな卸資産の購入限度額は、９５，０００千円と定める。 

 

 

令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

          

                    豊中市長  長 内 繁 樹  
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令和６年度 
（2024 年度） 

 
 

豊中市公共下水道事業会計予算書 
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市議案第１３号 

令和６年度豊中市公共下水道事業会計予算 

 

（総  則） 

第１条  令和６年度豊中市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理可能区域戸数               １８０，１３３戸 

（２）年 間 総 処 理 水 量           ６８，６９３，８２０㎥ 

（３）一日平均処理水量                      １８８，２０２㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

        管 渠 築 造 事 業           ３，２２６，５６７千円 

        庄内終末処理場建設事業                ８９４，２４５千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収                 入 

 

  第１款  下水道事業収益                          １５，６６７，８５１千円 

    第１項  営 業 収 益                          １３，３８２，８９９千円 

    第２項  営 業 外 収 益                            ２，２８４，９５２千円 

 

支                 出 

 

  第１款  下水道事業費用                           １５，０６１，７８１千円 

    第１項  営 業 費 用                          １４，７１４，５９０千円 

    第２項  営 業 外 費 用                              ３４６，１９１千円 

    第３項  予 備 費                                    １，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額３，２９２，００６千円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額３７５，４１９千円、当年度分損

益勘定留保資金２，４０９，７５１千円、繰越利益剰余金処分額 

５０６，８３６千円で補てんするものとする。）。 

 

収                 入 

 

  第１款  資 本 的 収 入                        ２，９３７，６９４千円 

    第１項  企 業 債                    １，９４４，０００千円 

    第２項  国 庫 補 助 金                      ８６１，５５０千円 

    第３項 他 会 計 負 担 金             １０７，７９４千円 

  第４項 工 事 負 担 金              ２４，２６０千円 

  第５項 受 益 者 負 担 金                  ３０千円 

  第６項 返 還 金                  ６０千円 

 

支                 出 

 

  第１款  資 本 的 支 出                        ６，２２９，７００千円 

第１項 建 設 改 良 費                    ４，３５６，５４５千円 

第２項 貸 付 金                           １９５千円 

第３項 企 業 債 償 還 金                    １，８７２，９６０千円 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

 

事   項 期    間 限  度  額       

流域下水道終末処理場 

建設受託事業 
（雨天時汚水処理土木工事等） 

令和 7 年度 1,095,000 千円 
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流域下水道終末処理場 

建設受託事業 
（3 系ガスホルダ設備更新工事等） 

令和 7 年度～令和 8 年度 2,440,000 千円 

管渠築造事業 
（桜井谷ポンプ場空気圧縮機更新工事）  

令和 6 年度～令和 7 年度 28,000 千円 

管渠築造事業 
（小曽根第 2 ポンプ場雨水ポンプ設

備更新工事等） 
令和 7 年度 1,018,000 千円 

庄内終末処理場建設事業 
（水処理施設表面保護工事） 

令和 7 年度 480,000 千円 

 

（企業債）  

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

起  債 

の 

目  的 

限度額 

起  債 

の 

方  法 
利率 

償      還      の      方      法 

償還期限 据置期間 償還方法 その他 

 

 

管渠築造事

業及び庄内

終末処理場

建設事業 

   千円 

 

1,819,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通貸借 

又は 

証券発行 

％以内 

 

3.0 

  年以内 

 

    40 

 

 

 

 

 

 

年以内 

 

   5 

 

 

年賦又は半

年賦、元金

均等又は元

利均等、そ

の他 

 

 

 

財 政 の 都 合 に

よ り 据 置 期 間

お よ び 償 還 期

限 を 短 縮 し 、

も し く は 繰 上

償 還 又 は 低 利

に 借 換 え す る

こ と が で き る

も の と し 、 借

入 先 の 融 通 条

件 が あ る と き

は こ れ に 従 う

こ と が で き

る。 

 

流域下水道

建設負担金 

   

124,900 

 

 

同上 

 

 

3.0 

 

 

    40 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

同上 

 

 

 

 

（一時借入金） 

第７条  一時借入金の限度額は、1，０００，０００千円と定める。 
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（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

（１）消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業

外費用 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条  次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費

のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又

はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決

を経なければならない。 

（１）職員給与費                            １，３６８，９３２千円 

 

（他会計からの補助金） 

第１０条  公共下水道事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助

を受ける金額は、３，０６２，１６７千円である。 

 

（利益剰余金の処分） 

第１１条 繰越利益剰余金のうち５０６，８３６千円は、次のとおり処分す

るものと定める。 

（１）減債積立金                 ５０６，８３６千円 

 

 

  令和６年（２０２４年）２月２６日提出 

 

 

                             豊中市長  長 内 繁 樹 
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